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【個人情報のお取扱いについてのお知らせ】
本共済制度におきましては、共済契約者となる事業主ならびに被共済者となる従業員の方々の個人情報を次のとおり取り扱いますので、こ同意のうえ、
お申込みください。

①被共済者の個人情報 (氏名・性別 生年月日等)は 、被共済者の同意に基づき、共済契約者から当所に提供されます。

②当所は、共済契約者より提供を受けた共済契約者および被共済者の個人情報について、本市」度の運営、各種サービスのこ案内・提供のために使用す
るとともに、共済契約者および被共済者の同意に基づき、本制度の運営のために締結している新企業年金保険契約を引き受けるアクサ生命保険株
式会社 (以下、「アクサ生命」という)にこれを提供します。

③アクサ生命は、当所から提供を受けた共済契約者ならびに被共済者の個人情報を保険契約の引き受け・こ継続・維持管理、給付金等のお支払い、関
連会社・提携会社を含む各商品・サービスのこ案内・提供、こ契約の維持管理、業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実、その他の保
険に関連・付随する業務のために使用します。また、アクサ生命は、当所をはじめ共済契約者に対し上記目的の範囲内でこれを提供します。

④個人情報に変更等が発生した際にも、引き続き当所およびアクサ生命においてそれぞれ②③に準じ個人情報が取り扱われます。

⑤新企業年金保険契約の引受保険会社が変更される場合は、共済契約者および被共済者の個人|｀青報が変更後の保険会社に提供され引き継がれます。

南添商工会議所



「賃金の支払の確保等に関する法律」(昭和51年法律第34号 )

にもとづき、52年4月 1日 より、事業主は、退職金支払の

ための保全措置を請ずるよう要請されておりますが、

この特定退職金共済制度に加入した事業所については、

その必要がありません。

制度の特色

①掛金は1人月額30,000円まで非課税です。
この制度は所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として、所轄税務署長の承認

を得ています。したがつて事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費

に計上できます。しかも従業員の給与になりません。

(所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条 )

②この制度を採用することにより、退職金制度が容易に確立できます。

③毎月定額の掛金を支払うだけで将来支払うべき退職金を計画的に準備できます。

④退職金制度の確立は従業員の確保と定着化をはかり、企業経営の発展に役立ちます。

⑤中小企業退職金共済制度との重複加入も認められます。ただし他の特定退職金共済制度との重

複bll入は認められません。

●掛金月額

従業員1人につき1□ 1,000円で、最高30日まで加入できます。

●回数の増カロ

お申出により30口を限度としてカロ入回数を増加させることができます。

※この制度の掛金は全額事業主負担です。

●掛金の運用

納付いただいた掛金から制度の運営に必要な事務経費(1□につき月額50円 )を控除して、当商工

会議所がアクサ生命保険株式会社と締結した新企業年金保険契約にもとづきアクサ生命保険株式

会社に委託します。また、給付金額は、将来の金利水準、その他の変動により改定されることがあり

ます。なお、給付金額の改定は、特定退職金共済規程にもとづき、浦添商工会議所常議員会の議決

を経て行います。

※掛金として払い込まれた金額(運用益を含む)は、事業主に対してはいかなる理由があつても返

還さねません。



給 付 金

●この制度の給付金はつぎのいずれかとなります。(月」紙劉照)

①退職給付金
力日入従業員 (被共済者)が退職したとき、退職給付金が支払われます。

②遺族給付金
加入従業員 (被共済者)が死亡したときには、退職給付金に加入回数 1回あたり10,000円を加

えた遺族給付金が遺族に対して支払われます。

③退職年金
LEl入従業員 (被共済者)が IEl入期間 10年以上で退職したとき、希望により退職年金が10年間支

払われます。

●給付金の受取人
この制度の給付金の受取人は加入従業員 (被共済者)です。給付金は、加入従業員指定の口座に振

り込んで支払います。なお、本人死亡のときは労働基準法施行規則第42条～第45条に定める遺

族補償の順位によります。

やむを得ず途中で契約を解約した場合、解約手当金 (退職給付金と同額)を、DEl入従業員 (被共済者)に
支払います。解約手当金は、LEl入従業員指定の□座に振り込んで支払います。

◆税務と経理処理について
事業所が負担した掛金は全額損金または必要経費に計上できます。

カロ入従業員(被共済者)が受取る退職給付金は退職所得、退職年金は雑所得となります。

また、遺族給付金は死亡退職金として相続税の対象となり、解約手当金は一時所得とな

ります。(所得税法施行令第72条、第183条、相続税法第3条 )

解約手当金

※記載の税務取扱は平成21年 3月 1日現在の税制に基づくものです。今後取扱いが変わることがあります。



制度の取扱

●カロ入できる事業主 [共済契約者]

当商工会議所の地区内にある事業主 (事業所)であれば、誰でも従業員 (専従者控除の対象者を除
く)を力日入させることができます。
ただし、DEl入できる従業員は満 15歳以上85歳未満に限ります。

●カロ入するときは [任意包括加入]

この制度に加入するかしないかは、事業主の任意ですが、DEl入する場合には、全従業員をbll入させ
なければなりません。またDEl入時に、事業主は、従業員の同意を得てください。事業主、役員(使用人
兼務役員を除く)もしくは事業主と生計を一にする親族は、この制度に加入できません。なお、次の
ような人は211入させなくてもさしつかえありません。
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●カロ入手続

事業主が、対象となる従業員を被共済者として、別紙加入申込書により、当商工会議所に申し込んで
ください。掛金は、毎月定められた日に、こ指定の金融機関の預金□座振替によつて納付していただ
きます。

●被共済者証の発行
被共済者に対しては、「退職金共済制度被共済者証」を発行します。事業主から各被共済者に「退職
金共済制度被共済者証」をお渡しください。

●給付金の請求
被共済者が退職したり、死亡したり、あるいは年金の支給を受けようとするときは、当商工会議所に
備えつけの書類によって請求してください。
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③第1回年金請求書(年金受給1時のみ)|‐ | |‐ ■ |‐ ■‐| |■ |

傷 中J喰業のモデJレ退職金 ※退職一時金のみ、10～49人規模

(単位 :円 )
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東京都産業労働局「中小企業の賃金 退職金事情」(平成20年版)

※当商工会議所は、下記の保険会社に資産運用を委託しています。

(委託保険会社 )

アクサ生命保険株式会社
本社 〒108-8020 東京都港区白金1-17-3 NBFプ ラチナタワー

丁巨L03-6737-7777(イt表 )

この制度についてのお問合せ。……

(特定退職金共済団体 )

浦添商工会議所
〒901-2122浦 添市勢理客4-13-l TEL 098-877‐ 4606
※当商工会議所は所得税法施行令第73条に基づき所轄税務署から承認され
た特定退職金共済団体です。
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退職給付金
<退職給付金額表>

【注】
1。 年の途中で退職または死亡された時は月単位で計算した給付金額を支払います。
2.給付金額は特定退職金共済規程に基づくものですが、経済変動により将来改定することが

あります。(退職年金等も同様です。)

3.19年2か月未満の脱退者については元本割れいたします。

遺族給付金

加入従業員(被共済者)が死亡された時は退職給駐ミに加入口数1口 当たり10,000円
を加えた遺族給付金を遺族に対して支払います。

退職年金

加入10年以上の退職者が希望された時は退職給付金に代えて退職年金を支払います。

<退職年金額表>
年金月額

30口 20口 15口 10口 5口

10年 30,810 20,540 15,405 10,270 5,135

15年 31,710 211140 15.855 10,570 5。285

20年 63,990 42,660 31,995 21,330 10,665

25年 81.540 54,360 40,770 27,180 13.590

30年 99,780 66,520 49,890 331260 16.630

【濯ヒ】
1。 年金は本人の生死に関わらず10年間支払います。
2.年金は3か月分取りまとめて年4回支払います。
3.年金月額が10,000円 に満たない時は一時金(退職給付金)での支払いとなります。

30口 20口 15口 10口 5口
1年 336,000 224,000 168,000 112,000 56,000
2年 674,700 449,800 337,350 224,900 112,450
3年 1,015,800 677,200 507,900 338,600 169,300
4年 1.359,600 906,400 679,800 453.200 226,600
5年 1,706,100 1,137,400 853,050 568,700 284,350
6年 2,055,000 1,370,000 1,027,500 685,000 342,500
7年 2,406,600 1,604,400 1,203,300 802,200 401,100
8年 2,760,900 1,840,600 1,380,450 920,300 460,150
9年 3,117,600 2,078,400 1,558,800 1,039,200 519,600

10年 3.477,300 2,318,200 1,738,650 1,159,100 579,550
15年 5,346,900 3,564,600 2,673,450 1,782,300 891,150
20年 7,256,700 4,837,800 3.628。 350 2,418,900 1,209,450
25年 9,239,100 6,159,400 4,619,550 3,079,700 1,539,850
30年 11,297,100 7,531,400 5,648,550 3,765,700 1,882,850

浦添商工会議所


